
出前講座は寸劇、勉強会、見守り講座、体験型講座など、ご希望に応じて行っています。
参加者の年代や時流などに合わせて、内容を変えることができます。お気軽にご相談ください。

消費生活の出前講座をご利用ください

根本小学校での出前講座「お金ってなぁに？」
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問い合わせ先�
東濃西部広域行政事務組合� ☎ 22-7150（直通）
多治見市役所　環境課� ☎ 22-1175（直通）
瑞浪市役所　環境課� ☎ 68-9806（直通）
土岐市役所　生活環境課� ☎ 54-1328（直通）

狂犬病は発症したらほぼ 100％助かりません！狂犬病は発症したらほぼ 100％助かりません！
　狂犬病は、人を含む全ての哺乳動物に感染し、人が感染する場合、アジアではその感染源のほとんどは犬と言
われています。発症すると治療法はなく、ほぼ 100％死亡するほぼ 100％死亡する恐ろしい病気です。現在、日本での発症はありま
せんが、いつ日本国内に狂犬病ウィルスが侵入してくるか分かりません。毎年 1回の狂犬病予防注射を必ず行い、
万一の侵入に備えましょう。
※�生後91日以上の犬を飼っている方は、法律で、犬の登録（生涯1回）と狂犬病予防注射（年1回）が義務付けられています。

これらに違反すると、20万円以下の罰金の対象になります。これらに違反すると、20万円以下の罰金の対象になります。

狂犬病予防注射のお知らせ
　令和 6年度の狂犬病予防注射の集合注射を下記の開催日、開催場所で行います。時間については、案内
ハガキ、各市広報誌または組合ホームページでお知らせします。なお集合注射で接種できない方は、動物
病院で予防注射を受けてください。
瑞浪市（4月号）
4 月 16日㈫ 陶コミュニティーセンター　　稲津コミュニティーセンター　　市役所西分庁舎
4月 17日㈬ 細久手公民館　　日吉コミュニティーセンター　　月吉公民館　　戸狩区民会館
4月 18日㈭ 大湫コミュニティーセンター　　釜戸コミュニティーセンター　　高月会館　　西原公民館
4月 19日㈮ 上山田神明神社駐車場　　明賀台集会所　　市役所西分庁舎
土岐市（3月号）
4 月 23日㈫ 土岐市文化プラザ　　河合公民館　　定林寺公民館　　泉西公民館　　仲森公園（池南側）
4月 24日㈬ 鶴里支所　　曽木支所　　総合公園野球場駐車場　　駄知体育館
4月 25日㈭ 陶元町公民館　　下石公民館　　妻木公民館
4月 26日㈮ セラトピア土岐　　旭ケ丘第一町民館　　肥田支所　　古井町公民館
5月 16日㈭ 妻木公民館　　鶴里支所　　曽木支所　　駄知体育館　　肥田支所　　土岐市文化プラザ
多治見市（4月号）
5 月 8日㈬ 市役所本庁舎　　滝呂区民会館　　ＴＥＳ集会所　　上原区公民館　　笠原体育館　　梅平団地集会所
5月 9日㈭ 小滝苑第 2公園　　ひばりヶ丘第一集会所　　高田公民館　　東濃西部総合庁舎
5月 10日㈮ 西坂町第二集会所　　旭ケ丘公民館　　松風台公民館　　根本交流センター
5月 14日㈫ 小泉公民館　　北丘中央公園　　南姫公民館
5月 15日㈬ 池田町屋公民館　　三の倉公民館　　昭和小体育館駐車場　　市之倉ハイランド第一集会所　　市之倉公民館　　脇之島公民館

狂犬病予防注射の案内ハガキを、3月
下旬に郵送します。集合注射会場や動物

病院で予防注射をするときや、市役所で注射済票の交付
申請をするときには、必ず「案内ハガキ」を持参ください。

お 願 いお 願 い

東濃西部少年センターからのお知らせ東濃西部少年センターからのお知らせ
東濃西部少年センター　☎（0572）23-3455　FAX（0572）26-8813
〒 507-0034�多治見市豊岡町1-55�ヤマカまなびパーク4F

あんしんコール　 0120-873-246（火～土10～17時、携帯可）
あんしんメール　 anshin55@crux.ocn.ne.jp（24時間受付）

相相 談談

小学校の児童の皆さん、中学校・高等学校の生徒の皆さんにおいては、春休みを挟み、「新たな学年・学級」「新
たな学校」「新たな社会」へと大きな一歩を踏み出す大切な時期かと思います。季節の変わり目でもあり、心身
ともに体調の変化もみられ、不安な気持ちになることなど、誰でもあります。そんな時には、気軽にお声かけく
ださい。
電話やメールに加えて、少年センターで直接相談することもできます。場所は、「ヤマカまなびパーク４階」です。
「ヤマカまなびパークの学習コーナー（４階）」を利用している高校生の皆さんには、「東濃西部少年センター」
は同じフロアーにあるので、覗いてもらえると嬉しいです。
また、児童・生徒を持つ保護者の方からのお話も伺っています。ご利用ください。

東濃西部広域行政事務組合2



准看護師から看護師を目指す方

医師を目指す方

　准看護師資格をお持ちで、看護師資格を取りたいと考えている方へ修学
資金を貸付けします。
　しかも、看護師国家資格取得後、一定期間を多治見市・瑞浪市・土岐市
（以下「３市」）で看護師として勤務した場合、貸付金の返還を免除します。

　在学中にかかる授業料や教材費、下宿にかかる生活費のために、過度な
アルバイトをすることなく、学業に専念できます。また、指定病院での勤
務に抵抗がなければ、将来の勤務先を確保することにもなります。

　奨学生の方は、一定期間を指定する医療機関で勤務した場合、貸付金の返還
を免除します。
対象となる医療機関
多治見市民病院（令和6年度募集なし）、中津川市民病院、市立恵那病院、国民
健康保険上矢作病院、新東濃厚生病院と土岐市立総合病院の統合後の新病院

制度名制度名
　東濃西部看護師等確保修学資金貸付制度
　～進学者に対する貸付金～
貸付対象者貸付対象者
　令和6年4月1日時点で以下①～③のいずれかに該当する方
　　①多治見市医師会准看護学校卒業生
　　②土岐医師会准看護学校卒業生
　　③3市在住の准看護師資格を有する者
貸付金額貸付金額
　看護学校の修学に係る費用：月額45,000円（上限）
　※授業料、通学費及び住居費の合計額
利子利子
　無利子
　※�ただし、返還が生じた際、請求期日以降は延滞利

息が発生します。

返還について返還について
・�貸付を受けた期間に相当する期間、３市の病院等にお
いて常勤の看護師として勤務した場合、全額返還免除
になります。
　（例）貸付を３年受けた方→３年間の勤務で全額免除
・条件を満たさない場合は、返還義務が生じます。
募集期間募集期間
　令和６年4月１日～令和６年5月31日（書類必着）
詳細詳細
　東濃西部広域組合ホームページをご覧ください。
　募集要領も掲載しています。

制度名制度名
　東濃地域医師確保奨学資金等貸付制度
貸付対象者貸付対象者
　�令和６年4月1日時点で医学部学生・大学院生または
医師で、臨床研修、専門研修を受けている方または
受けようとする方
募集人数募集人数
　4名程度
貸付金額貸付金額
　月額20万円（大学入学時に別途60万円の貸付金あり）

返還返還
　�指定医療機関に勤務できなくなった場合等は、貸付
金総額と年利10%の利子分を一括で返金
募集期間募集期間
　令和6年4月1日 ~令和6年5月13日（書類必着）
詳細詳細
　東濃西部広域組合ホームページをご覧ください。
募集要領も掲載しています。

東濃西部広域行政事務組合

東濃西部広域行政事務組合

制度利用者の声

平成20年度
奨学生
水野医師
（土岐市立総合病院）
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月～金曜日 �多治見市役所／22-1134（直通）
火曜日 �瑞浪市役所／68-9748（直通） メールでの相談�／kouiki@tono-seibu.org

金曜日 �土岐市役所／54-1111（内線172）

各市の消費生活相談窓口 時　間／ 10:00 ～ 16:00　相談料／無料
相　談／予約制　　　　　予　約／住民登録地の窓口

※原則、相談は住所地の
窓口をご利用ください。

消費者ホットライン。局番なしの 188　土日も対応。お近くの相談窓口に繋がります。

相談は資格を持った専門相談員が３市の各市役所でお話をおうかがいしています。

新生活に気を付けたい！！
 「引っ越し」にまつわる消費者トラブルのお話

引っ越し直後の訪問販売トラブル ─直ぐ契約せず、管理会社に確認を！─

不用品回収トラブル ─違法に回収を行う事業者に注意！─

管理会社と関連があるかのような説明で、引っ越し直後の消費
者に対し契約を迫る手口が、引っ越しシーズンである３・４月に急
増しています。
事例１／引っ越し当日、業者が浄水器の勧誘に訪れた。管理会社
と関連があるような口ぶりだったので説明を聞いたところ「居住者
はみんな契約している」というので、全室が購入しているなら仕
方がないと思い、契約した。
事例２／電気の小売り事業者が来訪し「居住者には個別に契約をし
てもらっている」と説明した。居住者は契約が義務であるかのよ
うに感じたので契約した。
〔対処方法〕引っ越し直後は何かと慌ただしく、冷静な判断ができないこともあります。事業者の
説明を鵜呑みにするのではなく、管理会社へ自分で確認するなど、その場で契約するのは避けま
しょう。また、訪問販売でした契約はクーリング・オフの対象となります。

引っ越しや自宅整理などの機会に利用される「不用品回収サー
ビス」。
一般家庭から出る「廃棄物」の収集・運搬には、その市町村の「一
般廃棄物処理業の許可」が必要です。無許可事業者においては
処理が適正に行われているか、確認することができず、回収さ
れた不用品が不法投棄される恐れなどもあります。
消費者トラブルにおいては無許可業者とのトラブルが目立ちま
す。また、消費者が広告をみて認識していたサービスや料金と実際との違いがトラブルとなる場
合が多くあります。
事例１／ネットで調べた事業者がトラック一台分として安価な設定になっていたので依頼すると、
積み終えた後に高額の請求をされた。話が違うのでキャンセルをしたら、高額なキャンセル料を
請求された。
事例２／トラック詰め放題プランで契約したが、トラックの荷台の高さまでと言われ、全然載せら
れなかった。
〔対処方法〕必ず許可業者を選びましょう（許可業者の確認については各市の環境課にご確認くだ
さい）。依頼前に作業内容の確認と、見積もりを取り、また、キャンセル料など料金を明確にして
おきましょう。


